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規 則

総合振興局長等事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年８月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５８号

総合振興局長等事務委任規則の一部を改正する規則
総合振興局長等事務委任規則（昭和２３年北海道規則第８０号）の一部を次のように改正する。
総合政策部の項２の事項中�から�までを削り、�を�とし、�から�までを�から�ま
でとし、�及び�を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
平成２３年８月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５９号

北海道国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則（平成１７年北海道規則第１３２
号）の一部を次のように改正する。
第７条第２号中「第６条第４号」を「第６条第６号」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

訓 令

北海道訓令第１３号

本 庁
出 先 機 関

北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２３年８月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令

北海道事務決裁規程（昭和４１年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。
別表第４の総合振興局等の本庁総合政策部の分掌事項第４項中第８号を削り、第９号を第
８号とし、第１０号及び第１１号を削り、第１２号を第９号とし、第１３号から第１５号までを削り、
第１６号を第１０号とし、第１７号を第１１号とし、第１８号を第１２号とし、第１９号を削り、同表の総
合振興局等の本庁農政部の分掌事項第２６項を次のように改める。
２６ 環境保全型農業直接支援対策実施要領（平成２３年２２生産第１０９５４号生産局長通知）の
施行に関する事務
� 第１の１の�のオのｃの規定に基づき、導入計画の内容の確認及び必要に応じ市町
村長に対し修正等の指示を行うこと。

� 第１の４の�のア及びイの規定に基づき、対象活動の実施状況の確認及び確認結果
の市町村長への通知を行うこと。

� 第２の８の�の規定に基づき、生産計画の技術的な観点からの確認及び生産計画に
対する意見書の市町村長への通知を行うこと。

� 第２の１０の�及び�の規定に基づき、営農活動に関する事項の実施状況の確認及び
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確認結果の市町村長への通知を行うこと。
附 則

この訓令は、平成２３年９月１日から施行する。

告 示

北海道告示第５５１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、訓子府土地改良区から、
次のとおり役員の就任の届出があった。
平成２３年８月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２３．８．１６ 監 事 鳥 山 博 司 常呂郡訓子府町字福野１１２番地３

北海道告示第５５２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２３年８月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２３．８．１８ 北生振土地改良区
同 当麻土地改良区

北海道告示第５５３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２３年８月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 石狩市厚田区古潭１０４の２３・４３６の２（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道石狩振興局
産業振興部林務課及び石狩市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５５４号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年８月３０日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 天塩郡遠別町字北里８０４から８０６まで（以上３筆国有林。
次の図に示す部分に限る。）、２５１の１地先・２４６の３・
２４８・２５１の１・２５６の４・２６４の１（以上１筆地先５筆につ
いて次の図に示す部分に限る。）、２４７

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び遠別町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５５５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２３年８月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 函館市赤川町２３０・２３１・２５６・２５７・２６８（以上５筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）、２６４
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
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（「次の図」は、省略し、その図面を北海道渡島総合振興局産業振興部林務課及び函館市
役所に備え置いて縦覧に供する。）

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第１１０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年８月３０日

北海道空知総合振興局長 武 田 裕 二
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ロータリ除雪車（２．２�／２，３００ｔ級） １台
（ロータリ除雪車（２５０ＰＳ）１台と交換）

� 除雪トラック（１０ｔ級（６×６）） ３台
（除雪トラック（１０ｔ級（６×６））３台と交換）

� 除雪グレーダ（４．０�級） １台
２ 落札を決定した日
平成２３年８月１１日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 ナラサキ産業株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条西７丁目１番地

�ア 氏 名 ＵＤトラックス北海道株式会社
イ 住 所 札幌市厚別区厚別中央２条２丁目１番１号

�ア 氏 名 キャタピラーイーストジャパン株式会社
イ 住 所 神奈川県相模原市中央区下九沢７７７番地

４ 落札金額
� ２１，１０５，０００円
� １０８，１５０，０００円
� ３７，９２６，０００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年７月１日付け北海道空知総合振興局告示第１０２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

� 所在地 札幌市中央区南１１条西１６丁目

北海道渡島総合振興局告示第９０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年８月３０日

北海道渡島総合振興局長 永 井 正 博
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 凍結防止剤散布車（湿式２．５級） １台
（除雪トラック（４ｔダンプ）１台と交換）

� ロータリー除雪車（２．２�／２，３００ｔ） １台
（ロータリー除雪車（２．６�）１台と交換）

� ロータリー除雪車（１．３�／７００ｔ） １台
（ロータリー除雪車（１．５�）１台と交換）

� ロータリー除雪車（２．２�／２，３００ｔ） １台
（ロータリー除雪車（４００ＰＳ）１台と交換）

� 除雪トラック（１０ｔ専用６×６） １台
（除雪トラック（１０ｔ専用６×６）１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２３年８月１１日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�
ア 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
イ 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

� １の�から�まで
ア 氏 名 ナラサキ産業株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条西７丁目１番地

� １の�
ア 氏 名 ＵＤトラックス北海道株式会社
イ 住 所 札幌市厚別区厚別中央２条２丁目１番１号

４ 落札金額
� １８，５８５，０００円
� ２０，６６４，０００円
� １１，８４４，０００円
� ２０，１６０，０００円
� ３６，９６０，０００円
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５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年７月１日付け北海道渡島総合振興局告示第７４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号

北海道上川総合振興局告示第９２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年８月３０日

北海道上川総合振興局長 窪 田 毅
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 除雪トラック（１０ｔ級） ３台
（除雪トラック（１０ｔ級）２台及び除雪グレーダ（４．０�）１台と交換）

� ロータリ除雪車 ２台（２．６�／３．４００ｔ（１台）及び２．２�／２．３００ｔ（１台））
（ロータリ除雪車２台（２５０ＰＳ（１台）及び３００ＰＳ（１台）と交換）

� 小型除雪車（１．３�／７００ｔ） １台
（除雪ドーザ（５ｔ）１台と交換）

� 除雪ドーザ（１３ｔ） １台
（除雪ドーザ（１３ｔ）１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２３年８月１９日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 ＵＤトラックスジャパン株式会社
イ 住 所 埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

�ア 氏 名 ナラサキ産業株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条西７丁目１番地

�ア 氏 名 ナラサキ産業株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条西７丁目１番地

�ア 氏 名 北海道川重建機株式会社
イ 住 所 北広島市大曲中央１丁目２番地２

４ 落札金額
� ９９，８５５，０００円
� ５４，４４２，５００円

� １０，９２０，０００円
� １２，２４３，０００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成２３年７月８日付け北海道上川総合振興局告示第７５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 旭川市永山６条１９丁目１番１号

道教育庁渡島教育局告示

北海道教育庁渡島教育局告示第２９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年８月３０日

北海道教育庁渡島教育局長 和 田 基 興
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
灯油（福島町地区） ６，０００リットル

２ 落札を決定した日
平成２３年８月４日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社池見石油店
� 住 所 函館市豊川町１０番１号
４ 落札金額
８８円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年６月２４日付北海道教育庁渡島教育局告示第２３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号
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